
善の構想としての福祉国家「論」
-「脱商品化」概念をめく、るロジックを手がかりに-

成 恨 樹

本稿では、福祉国家を、目指すべき「共通の了解」の妥当性を争う場としてとらえることにする。そのた
めに、GostaEsping-Andersenの議論、なかでも「脱商品化」概念をめぐるフェミニストとGrahamRoom
による批判的検討を手掛りにしつつ、「脱家族化」や「階層化」が「脱商品化」概念との間にもつ関係性を再
検討することで、福祉社会学の規範論的アプローチの検討を試みる。その過程を通じて、「共通の了解」とし
ての目標一ジェンダー平等や自己実現一を明確に語ることによって、社会的市民権概念の内包の深化と
ともに「脱商品化」概念の外延を拡張させ、その目標への接近としての福祉政策に現実性を帯びさせる可能
性を導き出す。それは、異なる善の構想が拮抗する多文化状況における「福祉国家」構想の基盤を明らかに
することを目指すものでもある。

で、近年におけるグローバリゼーションや少子
高齢化などの様々な要因のもとでその家族-
その福祉機能一までも揺らいでおり、「家族
の失敗」とも言い表される新らたな局面を迎え
ている。しかし、このように危機の中身が変
化するなかでも、福祉国家は労働と生活機会
の「脱商品化」を包摂するものとして存在す
るがゆえに、絶えず市場原理（＝ネオリベラリ
ズム）と対立してきた（毛利2002:６３)。ここで
うかがえるような福祉国家の構想が一つの善の
構想であり、そして善の実現が「脱商品化de-
commodification」を包摂する限り、合理的経済
人として個人をとらえる市場原理からの批判は
やむを得ないかも知れない。ところが、規範論
的な観点から見れば、市場を支える「外部」の
存在や合理性の背理などによる「市場の失敗」
が説かれ、人々の幸福（＝善）を実現する福祉

１ は じ め に

福祉国家は、そもそも資本蓄積が持続できる
環境を長期にわたり保障するという役割を担っ
ているという意味において、「市場の失敗」に
取って代わる体系として登場したはずであった
(Piersonl991=1996)。しかし、一方では、経済
成長の鈍化に起因する財政危機の論理を基盤
とする「福祉国家の危機」状況に直面して以
来、とくにネオリベラリズムによる批判に曝
され、「政府の失敗」が唱えられるようになっ
た（富永2001)。そして他方では、今日につづ
いているこのような危機状況は、市場の「外
部」的存在として位置づけられる家族が国家に
代わってクッションとなり、ある程度（負担に
なりつつ）吸収されてきたと見られる。ところ
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’ 国家的効率性をも主張しうると考えられる。こ

こでの効率性は人々の幸福を善と見なし、そ
の実現の程度で評価されるであろう。問題は
その善の中身がブラックボックスのまま議論
が成り立っている点である。これは「福祉（＝
善)」なき福祉国家の問題とも言い換えられる。
すなわち、原子的諸個人が善を語る際に、所
与として有する諸価値は、「諸目的のランダム
性randomnessofends｣(Parsonsl992:88-ll3)の
ロジックと同じく、理論の内部で確定されない
まま所与として現れるため、任意の価値が善と
して一人歩きすることになる。近年の福祉国家
研究においては、そのような傾向に伴い、家族
やジェンダー関係の変動を主要な社会政策のイ
ッシューとして注目を払うようになっている
(Esping-Andersenl999,2000,2002)。しかし、だか
らといって、そのような観点へのシフトがその
まま善の構想の内容における了解を「共有」し
たことにはつながらないはずである。
本稿は、このような相異なる善が共存しう
る場として福祉国家を想定し、その基底をな
す「共通の了解」(')となるものの在り処を探る
べく、ジェンダーの視点に依拠しつつ主として
｢脱商品化」概念の再検討を試みるものである。

それは、不平等に苛まれる女性という主体の救
済という善を想定するジェンダー視点を、もは
や任意の価値を超えて、ポストエ業社会的な多
元主義における一つの価値として確定できると
いう観点にたつものである。また、かつてフェ
ミニズムが社会的非存在としての女性を社会的
存在として登場させることによって社会学自体
に新たな視点を提供したように、福祉社会学に
おけるジェンダーの視点が福祉国家構想におけ
る地平を開く新たな可能性を秘めているとも考
える。
以上の問題関心に基づき、まず第２節では、

GOstaEsping-Andersenの「福祉レジーム論」を
概観し、そこで浮かび上がる福祉国家の構想を
確認する。そして、彼の議論の中核をなす「脱
商品化」概念の構図を中心軸にしながらその構
想を考察する。第３節では、「福祉レジーム論」
が抱えているジェンダー・ブラインド性を批判
するフェミニストの論点に触れ、それに対する
Esping-Andersenの「解」としての「脱家族化」
概念を再検討する。最後に第４節においては、
GIahamRoomの「脱商品化」概念に対する批
判的検討を取り上げ、「共通の了解」を構成す
る中身からその概念の内包を深め外延を広げる
可能性を探る。

’

’

２「福祉（＝善)」なき福祉国家論の誕
生

Esping-Andersenの「福祉レジーム論」では、
それぞれの社会の歴史的な背景を含む個性が異
なるがゆえに、福祉国家の姿は一様ではないと
把握する。このような考えに基づき、彼は「脱
商品化｣、「階層化Stratiiication」といった指標
を用い、社会民主主義的な中間階級志向の福祉
レジームと、自由主義でみられる残余主義的な
福祉レジーム、そして保守主義としてのコーポ
ラテイズム的福祉レジームという福祉国家構想
の三つの類型を提示した(Esping-Andersenl990
=2001)。これらの類型は、相互に異なる分配

模様として現れる福祉国家の多様性を物語った
ものである。彼によると、本来社会政策を通じ
て福祉国家が目標することは、「社会的な不幸
を軽減し、基本的なリスクを再分配するための
社会政策だけでなく、政府と市民との社会契約
を見直す」こととしても把握でき、さらにそれ
は、「歴史的に特殊なリスク構造を伴った歴史
的に特殊な人口分布に向けて打ち出されたもの

’
’
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象、すなわち福祉国家についての概念規定がま
ず共有されていなければ、競合する諸説の正否
を明らかにすることはできないという(Esping-
Andersenl990=2001:19)。つまり、福祉国家は
｢共通の了解」によって支えられており、その

根拠の検証が福祉国家の説明の妥当性を担保す
ることにつながる、ということであろう。この
ような彼の基本的な考え方が、かの「福祉レ
ジーム論」においてその説明の妥当性を支え
る「共通の了解」をどのように導き出している
のか。結論から述べておくと、彼は福祉国家の
定義を求めようと経験的事実に基づき「三つの
世界」を導き出すが、その分析の基準には既に
福祉国家とは何かにたいする価値規範が前提さ
れなくてはならない。なぜなら、そうでないと
そもそも類型化の判断が不可能ではないかとい
う疑問が残るからである。このような論理展開
上の矛盾が彼の意味する「定義の重要性や‘妥当
性確保の重要性」を浮き彫りにしている。では、
その重要性をあらわにする彼の論理展開過程を
確かめるために、引き続き彼の記述に沿.って、
既存の議論に対し彼がよせた批判を検討してみ
ることにする。
まず、福祉国家の定義にかかわる部分で、

Esping-Andersenは、「福祉国家とは市民のため
に基礎的な福祉を保障する国家の責任を意味す
る」という福祉国家に対する「教科書ふうの定
義」を批判する文脈で、福祉国家を定義すると
は、次のような問いに対して答えることである
という。社会政策は人々の解放に繋がるかどう
か。体制の正統化に資するのかどうか。市場の
プロセスと矛盾するのかあるいはむしろこれを
助けるのか。また、「基礎的な」とは何を意味
するのか。福祉国家が我々の基礎的なあるいは
最低限の欲求以上のものを満たすことを要求し
たら、それは適切なこととは言えないのか、な

であった」(Esping-Andersenl999=20":62)。こ
こには、類型化以前に前提される福祉国家の持
つ理念的基盤とその範晴が示されている。では、
何が、なぜ社会的リスクとして顕現するのか判
断するためには、当然リスキーではない社会的
な状況の想定が必要となる。すなわち、どのよ
うな症状がどの程度に至ったとき、それが社会
的リスクとして認知されるのか、そしてその認
知されたリスクに対してどのような対処をどの
程度遂行するかが福祉国家の性格の決め手とな
ると考えられる。このとき、何がその程度と事
実を認知させる要因として作用するかもひとつ
の比較基準になりうるとともに、これら諸要因
が国家やレジーム別の差異をもたらす理由を解
明する必要も生じてくる。
このような諸事実一差異として現れる

事実一を測る概念として、「脱商品化」と
｢階層化｣、そして後に加える「脱家族化
de-familialization」概念を尺度化したEsping-
Andersenは、今日の社会科学の規範的な命題
を避け、実証科学として自らを位置づけようと
する態度を、古典的な政治経済学から区別する
一つの科学としての重要な態度であるとして
いる(Esping-Andersenl990=2001:12)。一般的に、
彼の『福祉資本主義の三つの世界』に関する議
論もこのような「客観的な福祉国家研究」の試
みとしてとらえられる。しかし、以下で検討す
るように、彼自身、福祉国家それ自体の定義に
関心を払うことの重要性を指摘しながら、そこ
にある「共通の了解」に対する説明なしには、
それにまつわる議論の妥当性は検証不可能であ
るとしている。このような点を念頭におきつつ、
以下ではEsping-Andersenの「福祉レジーム論」
の構図を見ていきたい。
Esping-Andersenは、理論的パラダイムとし

て「福祉国家論」を扱う際、説明対象たる現
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どである(Esping-Andersenl990=2001:1９)。この
ように、彼にとって福祉国家とは、人間解放、
体制の正統化や市場のプロセスとの整合性、そ
して基礎的あるいは最低限の欲求の要求など、
いわゆる価値問題とかかわることが類推できる。
これがすなわち、「福祉国家」の有り様を定め
るにあらかじめ必要となる、一定の価値問題に
対する「共通の了解」をなす基準として彼が想
定しているものであろう。
次に、Esping-Andersenがこれまでの比較福

祉国家研究を批判する論証にかかわる部分を
見てみよう。彼は、比較福祉国家研究の系譜
を３世代に区分し、次のような評価を下して
いる。まず、その第一世代の古典的な研究に対
しては、「近代性」の原理を資本主義と民主主
義におくならば、それらの成熟と容易に結託し
てしまう政治経済的な還元主義であって、それ
ゆえに福祉国家を捉えることに失敗したと批判
し退ける。そして、第二世代による残余的福祉
国家と制度的福祉国家の古典的な区別も、福祉
国家の内容の検討に向かうためには、市民権の
範囲の問題が検討されなければならないととも
に、その内容に沿ったランク付けもあらかじめ
異なった類型によって分けたものであるため退
けられる。最後に、福祉国家を類型にふり分け
る上での基準を理論的に選択するアプローチも
非歴史的であるが故に、歴史のなかで福祉国家
をめく・る闘争を通し実現しようとしたその理念
やデザインを捉えることができないと批判する
(Esping-Andersenl990=2001:19-22)。以上の指摘
から逆算して考えてみると、彼にとって福祉国
家研究とは、政治経済的な分析だけでなく、権
力闘争などの歴史とそれにもとづく理念やデザ
インの分析までも含むものであることがうかが
える。武川もいうように、彼のレジーム論の意
義は、まさしく、「脱商品化を資本制との関係

においてみたときの福祉国家の最も重要な特性
と位置づけたこと、ともするとマクロ・データ
の操作に終始する傾向にあった従来の方法論か
ら離れ、福祉国家の比較研究を西欧社会の歴史
と構造の分析にまで遡及して分析したことにあ
る」（武川2003:２)。
以上の定義と論証の二つのレベルにおいての

論理展開を辿りながら読みとれることは、彼の
｢善をおかず正を論ずる」とする「客観的」ア

プローチに既にある種の福祉国家がその「基
準」として前提されていることがうかがえる。
つまり、福祉国家論を特徴づけるものを把握
できるためには、あらかじめそこに貫いてい
る「共通の了解」が想定される必要があるとい
うことである。では、彼の想定する「共通の了
解」とはいかなるものであるか。以上の分析過
程で浮かび上がる彼の議論は、歴史的視点から
導かれる理念を前提にしており、効率性と権力
関係といった「近代性」の原理を問題視しつつ、
さらに社会政策という経験的な次元によって分
析されることで導かれるものである。いずれ
にせよ、「福祉レジーム」が、福祉が生産され、
そして国家とともに市場、家族から成る「福祉
の三極構造」の間に配分される総合的なあり方
であるとすると、彼自身も言及しているよう
に「……福祉国家は社会政策を超えるものであ
って、ユニークな歴史的構築物であり、それは
国家の本質をめく、る明確な再定義につながる」
ものであろう(Esping-Andersenl99９=2000:64-5)｡
つまり、このような論証の過程を経て、福祉国
家は説明されるべき被説明変数として想定され、
かの三つのレジームとして顕現することにな
る。すると、上で彼が批判した事柄は一体何に
依拠して行われたのであろうか。ここに論理展
開における破綻がうかがえる。すなわち、福祉
国家が何かをまずもって明らかにすべきである
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されているといわざるを得ない。つまり、社会
的市民権という理念によって支えられる被説明
変数が、そこから派生する説明変数によって妥
当性を帯びる構図であることを確認した。した
がって、その説明変数の議論をたどることが被
説明変数、つまり「内容」にかかわる議論につ
ながると考えられる。このような観点を念頭に
おきつつ、以下では、前述の説明変数にあた
る「脱商品化」を「脱家族化」との関わりのな
かで検討する。その際、どのように「了解」を
含む可能性を持ちうるのかを、フェミニストに
よるEsping-Andersenへの批判的議論から見て
いくことにする(3)。なぜなら、社会的市民権を
どの範囲で認めているかを明るみに出そうと試
みるフェミニストの論点には、「階層化」の意
味のみならず「脱商品化」議論の深化において
示唆する点が多いと考えるからである。また、
そのような批判的研究は、既述したEsping-
Andersenの議論の暖昧さをより鮮明に照らし、
その限界を乗り越える可能性をも含んでいると
思われる。

と自ら前提しているにもかかわらず、福祉国家
を再び説明されるべき対象としてブラックボッ
クスのなかにおくという、「福祉なぎ福祉国家」
を措定する論理構造になっていることが分かる。
斯くして、ここで説明変数となるのが「脱商品
化｣、「階層化｣、「脱家族化」などの分析概念、
および「福祉の三極構造」の関係性である。換
言すると、被説明変数はそれぞれのレジームと
いう「福祉の形式」として語られ、その本質と
しての「福祉の内容」についてはけつきよく説
明変数から類推せざるを得ないのである。
では、「福祉の内容」を探るために、ここで、

彼が福祉国家の根本理念として取り上げた社会
的市民権について確認しておく必要があるだ
ろう。彼は、まず、社会的市民権にはThomas
HMarshallのいう社会権の保障が含まれると
考え、その社会権を法的あるいは実践的な所有
権のあり方とのかかわりのなかでとらえ、市民
の権利としてそれが保障されているのであれ
ば、社会権は個人の地位を市場原理に対して脱
商品化するものであると、社会権を市場とかか
わりのなかで関連づけている。さらには、福祉
国家が「純粋な所得分配上の役割を演じる一方
で、多様な方途で階級や地位を形成している」
と、「階層化」概念(2)まで広げる(Esping-Andersen
1990=2001:65)。上の文脈に沿って整理し直す
と、つまり、福祉国家は社会的市民権という理
念によって支えられており、社会的市民権を獲
得するためには、経済的要因からはもちろん、
政治的な要因からも「脱」することが必要とな
ることを意味していると思われる。おそらく彼
のいう「共通の了解」とはこの意味においてで
あると考えられる。
以上で見てきたように、「共通の了解」は

Esping-Andersenが善であると想定する理念に
よって支えられ、「すべき言明」によって構成

３「福祉（＝善)」ありき福祉国家論か
らの異議申し立て

３-１市民権概念の院路一普遍性に内在す
る偏り
Esping-Andersenの議論に対するフェミニス
トによる批判的研究は、主に福祉国家の施す政
策をジェンダー視点から問題にする．つまり、
｢福祉国家それ自体には性差別の強化とその土

台の解体という『二面性』がみとめられるとい
う共通認識」（水田1997:23)に据え、福祉国
家の不平等改善の成果を認めつつも、女性と男
性の非対称的な関係を批判的に把握する視点に
たつものである。
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不平等の源泉になってしまうということである。
前述したように、Marshallの市民的権利を福

祉の根本的概念としてその理論的前提に据え出
発したEsping-Andersenによる福祉国家の三つ
の類型が紹介されて以来、フェミニスト研究に
通底する福祉国家に対する共通の論点は、女性
やジェンダー関係にまつわる視点が欠けていた
ことと、福祉給付における公私関係がもっぱら
国家と市場の相互関係にむけられ、もうひと
つの「極」である家族がほとんど配慮されて
いないという指摘である(Orloffl993;Dalyl994)。
そして、なにより批判が集中したのがEsping-
Andersenの構想する福祉国家の人間解放の潜
在力の心臓ともいえる「脱商品化」概念である。
この概念は、諸個人あるいは諸家族が、市場の
参加から独立して社会的に受容可能な生活水準
を維持しうる程度と定義されている偶)。しかし、
人々を市場への依存から解放するという「脱商
品化」はあくまでも男性に当てはまる論理であ
る。女性はそもそも家庭でのケアワークを担当
していることで、市場労働から排除されるかま
たは不利に扱われ、自らの収入を十分に得る
ことができないため、「脱商品化」の前に、商
品化されるこがを求められる(Kilkey2000:47-9;
Dalyl994:105-9)。この点からEsping-Andersen
の「脱商品化」は明らかにジェンダー・ブライ
ンドであり、女性によるケアワークという無償
労働への認識を欠いているだけでなく、生産と
再生産との間の社会的な関係、さらにはこれら
の諸関係が転換もしくは強化される際の福祉シ
ステムの役割などを看過していると批判される
(Lewisl992)。つまり、それは普遍的な人間解
放を扱ったというよりは、標準労働者、言い換
えると男性労働者を前提にした概念であり、し
たがって、部分をもって普遍化したためその内
部に影で隠された偏差をすくい取ることができ

このような観点からすると、Esping-Andersen
のいう、「社会政策にとっての最大の目標は、
人々を社会的なリスクから守ることであって、
平等主義は、そのことが派生的に生み出した
結果に過ぎない」(Esping-Andersenl999=2000:
62）という主張に対して、いささか違和感を覚
えざるを得ない。というのも、社会的リスクを
｢問題」としてとらえるにも、またそれに対す

る「解」を求めるにしても、なんらかの判断基
準（たとえば平等主義）を基底に持たない限りは、
それが何かをわかりえないはずであるからであ
る。NancyFraserは、福祉国家を人々における
不確実性に対し効果的な保障を与えるシステム
であるとし、これをもとに「ジェンダー秩序」
と呼ぶべき男女間の関係性に福祉国家が影響す
ると考えている(Fraserl994)。ここで「不確実
性」と表現される社会的リスクに対する国家に
よる保障というシステムが「平等」に影響する
という関連性から考えると、上記の表現と変
わりないかもしれない。しかし、「平等」に影
響するのはそもそも社会的リスクが（とりわけ、
男女の間に）偏在していることにあると考える
と、方向性は変わる。このように、フェミニス
トによるEsping-Andersenや福祉国家への批判
の視点は、主に特定のバイアスによるジェンダ
ー不平等構造の内在する市民権概念の訂正に

向けられてきた。Kilkeyは次のように整理する。
市民権citizenshipは、非差別的undiHerentiated
で平等equalであるべきという意味で普遍主義
の反映である。そして、その普遍主義の観点か
らすると、単純に異なるという理由に基づく女
性特有の欲求や、この差異がしばしば誘発さ
せる地位における不平等inequalityinpositionが
Marshallの「理念的な市民idealcitizenship」で
は看過されていると(Kilkey2000:41-3)。つまり、
平等の理念も異なる善から見れば、それがまた
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は、家族への依存であるため、女性の独立には、
福祉義務の「脱家族化」が必要であるという。
その構成をみると、①全体としてどれだけの
サービス活動が行われたか（健康保険以外の家族
サービスへの支出がGDPのなかで占める割合)、②
子供のいる家族を助成するために全体としてど
れだけのことが行われたか（家族手当と税控除の
総合的価値)、③公的な保育ケアがどれだけ普
及しているか（３歳以下の幼児に対するデイ・ケ
ア)、④高齢者に対してどれだけのケアが提供
されているか（ホーム・ヘルパーのサービスを６５
歳以上の高齢者の割合）からなっている(Esping-
Andersenl999=2000:97-8)。これらの指標から
は、まず、家族と個人の間でみると、「脱家族
化」は家族への個人の依存を軽減するような政
策、つまり、家族の互恵性や婚姻上の互恵性か
らの独立を図るものとうかがえる。そして.｡国
家が福祉国家と家族の間で見ると、家族（なか
でも女性による無償のケア労働）に福祉をゆだね
る関係性から、福祉機能の社会化へと転換する
方向性を読み取ることができる。これら二つの
含意から類推される「脱家族化」という概念は、
本質的には女性の「商品化」を意味するものと
捉えられる。なぜなら、「脱家族化」概念を構
成する指標は、家族への依存から離れ、市場へ
の依存に移行するという意味を孕む「女性の独
立」を支援する（あるいは促す）政策内容とな
っているからである。彼自身、福祉国家をラデ
ィカルに再編することとは家族への依存を最小
限に押さえることであると言及し、「脱商品化」
と家族化の関係をつぎのように表している｡そ
れは、｢福祉の担い手を脱家族化することによ
って、社会民主主義的な福祉国家は女性労働の
商品化を支援し、（そうすることで男性への依存を
軽減し)、その結果として、脱商品化という課
題に取りかかることができる」(Esping-Andersen

ないのである。そして、このことがもう一つの
ジェンダーによる「階層化」を導いており、そ
れがまた「福祉国家」の特徴でもあるといえ
よう。ジェンダー視点から以上の点を反省的
に捉えたものにJaneLewisの「男性稼ぎ手モデ
ルmalebread-winnermodel」やDianeSainsbuly
の「個人モデル」などがあり、それらは、市場
労働だけでなく、家庭内のケアワークという女
性による無償労働も汲み入れていることで、福
祉国家をよりジェンダー平等的に理解しようと
した(5)。いずれにしても、それは男性稼ぎ手を
その前提にしている限り、福祉国家におけるジ
ェンダー関係の再生産の罠から逃れる術がな
い。そのため、当然ながらEsping-Andersenが
前提している市民権概念の訂正が要求されるこ
とになる。ここで問題となるのは、「脱商品化」
がMarshallのジェンダー中立的またはジェン
ダー・ブラインドな市民権概念を礎石としてい
ることである(Orloffl993;Listerl997)。たとえば、
Kilkeyによると、Marshallのいわば普遍的な市
民権の理念は、女性を想定したとき無償労働の
ような包摂できない部分が生じ、またこのよう
な理由からしばしば女性は不利な条件に立たさ
れるという(Kilkey2000:43)。

３-２「脱商品化」のための商品化：「脱家
族化」
このような批判に対し、Esping-Andersenも

｢脱商品化」のジェンダー・ブラインド性をみ
とめつつ、それに答える形で「脱家族化」を後
に加えた。「脱商品化という概念は、賃労働関
係に全面的かつ後戻りできない形で組み込まれ
てしまった個人に対してだけ意味をもつ」もの
であると自ら「脱商品化」概念の限界をのべつ
つ(Esping-Andersenl999=2000:77)、多くの女性
にとって、市場への依存と機能的に対応するの
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ある(Esping-Andersen2000:354)、という彼の基
本的な考え方に起因するものと思われる。つま
り、「自らの潜在能力のすべてを発展させる権
利および義務」(Marshall&Bottomo[℃1992=1993)
が「商品化を維持するための社会政策」(7)（山
森2002）の範晴のなかで保障されるものにな
っている限り、「脱家族化」も「脱商品化」も
｢所得保障＝労働力確保」のための構想と結び
つくところに倭小化してしまう概念とならざる
を得ないであろう。
そもそもフェミニストからの批判は、既述し

たKilkeyの批判からもうかがえるように、前
提されている理念の水準の訂正を要求するも
のであった。つまり、Esping-Andersenが依拠
しているMarshallの社会的市民権は普遍主義
であって、その普遍主義に潜んでいる性差別
的な性格に批判の矢先が向かっているのであ
る(Listerl997:68)。すると、この批判に対する
答えとなるのは、普遍主義を正すこと、つまり、
｢女性の市民としての形式的そして実際的な位
相や、ジェンダー関係形成における市民権の役
割および市民権形成におけるジェンダー関係の
役割」(Kilkey2000:44)を捉えることでなけれ
ばならない。つまり、「前（または非）商品化」
の状態の下での諸状況を考慮からはずして、商
品化の世界における平等を確保することによっ
てのみ解決することは、「誤った普遍主義」に
よる不平等を依然として残すままにするため、
それを正すことになるとは言い難いのである。
いずれにせよ、「脱家族化」概念は、ジェンダ
ー平等というフェミニストの「共通の了解」を
共有するものではなかったのだといえよう。

1999=2000:79)と。家父長制的なジエンダー関
係からの自立、つまり無償労働への従属から逃
れるための商品化という文脈においてはフェミ
ニストと同じロジックに立っていると考えても
差し支えないであろう(6)。しかし、「脱家族化」
が女性の商品化におぎ換えられる構図になって
いる限り、フェミニストからの批判に対する根
本的な答えとしては不都合が生じざるを得ない。
なぜなら、彼は、これを「福祉の三極構造」で
ある国家、市場、家族の関係性のなかで論じて
いるが、市場からの独立である「脱商品化」と
家族からの独立である「脱家族化」が、もっぱ
らそれぞれジェンダーにより偏在する領域にお
いて適用されるため、既存の社会的市民権の普
遍性を正すことを究極の目標とするフェミニス
トの要求に応えたことにはならないと考えるか
らである。
上述した「脱商品化」と「脱家族化」との関

連性について、宮本もこれら二つの概念に残さ
れている問題として以下の二点を指摘している
(宮本2003:33-6)。その一つ目は、「脱家族化」
には、定義からして商品化の進展が要素として
含まれており、したがって、相互は独立した指
標とは言いがたい、という点である。二つ目は、
｢脱商品化」そのものは、依然としてMarshall

が言う「自らの潜在能力のすべてを発展させる
権利および義務」という問題を射程に収めら
れない、という点である。はじめからMarshall
の市民権概念がジェンダーの視点を欠いている
と評価するフェミニストの議論とは多少異なる
が、論考の焦点をEsping-Andersenの「脱商品
化」概念においたとき、それが包括する社会的
市民権に限界があることには違いないといえる
だろう。その理由は、Esping-Andersen自身も
言うように、労働市場から自立した生活保障を
確保するという意味での「脱商品化」こそが、
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４「福祉（＝善)」への意志：「自己実現
の脱商品化」へ

に、労働を通じた自己創造selfLcreatiOnという
考えの側面を「脱商品化」概念として操作化す
ることがもとめられ、また、どのような社会政
策がこれを支持あるいは制限するかを分析する
必要がある、というのが彼の議論の主旨である
(Room2000:336-7)。このような彼の議論は、「脱
商品化」概念が展開されるべき方向性が、抑圧
的な諸関係に参入させる強制力から個々人が自
由であることを示す「脱商品化」概念を、よ
り一般的な「自律性autonomy」や「自己決定
selfLdetermination」などの概念への展開にある
というフェミニストの議論とも通ずるといえよ
5(Orloffl993:320)6
Roomは「自己実現のための脱商品化」の操

作化に当たって、長期失業率、社会的流動性、
義務教育以後の教育への参加率、職業訓練への
参加率の四項目と、それに加え、相異なる人口
グループ間における不平等率を指標として用い
た。これはいわば、不平等が自己実現や自己創
造においてどのくらい制約要因として作用して
いるのか、という度合いを測るための指標であ
る。実際Roomは「ジェンダー不平等」指標で
これを測っている。つまり彼は、階級不平等指
標を代替するものとして「ジェンダー不平等」
指標を使うわけだが、しかも、このような不平
等は暗黙的にEsping-Andersenが議論している
制度接近における制約性、給付資格要件や給付
範囲などに直結する問題でもあるため、「脱商
品化」にかかわるあらゆる指標において考慮
されるべきであると強調する(Room2MO:340)。
ただし、彼も断っているように、階級不平等軸
の代替としてジェンダー不平等を用いたのは、
比較可能なデータとして有効であるためである
と消極的に捉えている点は否めない。がしかし、
既述のように、それでもなお、不平等を是正す
ることと、市場への依存なしにも貧困に陥らな

一方、Roomは、Esping-Andersenが前提とし
ているMarshallの社会的市民権概念をポジテ
ィヴに捉え、より包括的な意味における概念
として「脱商品化」を再構成している(Room
2Ⅲ)。彼はまず、Esping-AndersenがKadMarx
とKanPolanyiの商品化概念に依拠して概念化
した「脱商品化」に注目した。そもそも「脱商
品化」概念は、次の二つの意味をその基底に込
めたものである。まずは、文字通り商品化から
の離脱をめざすものであって、Marx的な労働
の商品化の文脈から読み取ると、疎外の克服を
図るものとして理解できるという意味である。
次は、経済活動がたとえ利潤極大化をめざす場
合でも、決して公共性の制約から完全に自由で
はないというPolanyi的な見方、つまり、「社
会の中に埋め込まれた経済」という意味をも含
むものである。実際にEsping-Andersenがこの
｢脱商品化」概念を導くロジックは、Marshall
の言う社会的市民権こそが「福祉国家」の核心
となる理念(Marshall&Bottomorel992=1993)で
あることに依拠している。ところが、Roomは、
Esping-Andersenがそれを操作化し測る際、標
準労働者を対象にした賃金に基づく福祉(8)とい
う一次元に頼っていたことから、その概念が
｢消費のための脱商品化de-commodincationfbr
consumption」の意味合いを持つにとどまって
いると指摘する。つまり、疎外に関するMarx
の分析が労働者の身体的な欲求physicalneeds
とともに社会的な欲求socialneedsという両側
面をとらえていることを想起すると、それに加
え「脱商品化」の「自己実現selfdevelopment」
(創への影響の考慮が必要であるというのである。
したがって、「消費のための脱商品化」とは別
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ての議論であるとしても）これは彼の論理を労働
labourにむすびつけた「雇用のため」という一
側面に倭小化した見解であることがわかる。つ
まり、Esping-Andersenが自己実現の範晴を経
済領域に限定して反駁したものとして捉えてい
るといえよう。したがって、Roomの論理がケ
ア倫理をも包摂しうる労働倫理に基づいている
とするなら、そこから読み取れる社会的市民権
の範晴は、フェミニズムの異議申し立てにつな
がるものとして捉えることができよう。つぎに、
第二のコメントは次のように要約できる。ま
ず、国家にとって家族とは市場に代わって福祉
機能を代替する制度体である。それゆえ、福祉
責任の「脱家族化」における国家の積極的な役
割、とりわけ女性の経済的な独立を増進するた
めに必要な条件として家族主義の軽減を図る役
割は重要である。また彼は、「脱商品化」を多
次元的に捉える上でそれとともに「脱家族化」
を組み合わせ併行して捉えることを提案する
(Esping-Andersen2000:357)。筆者もこの見解には
基本的に同意するが、ただ留意すべきは、彼の
それは「脱家族化」が女性の商品化とかかわる
という意味においてであることである。ここで
うかがえるように、彼は「脱商品化」と「脱家
族化」をそれぞれ異なる軸（市場と家族）に対
応する概念でありながら、段階に分かれる概
念（脱家族化に支えられての商品化、そして商品化
あっての脱商品化）として捉えており、現実的に
それぞれは男性と女性を異なる地平において扱
うこととつながっている。そして、その異なる
地平それ自体を問題視するという側面において、
フェミニストの議論やRoom的アプローチは共
通の論理基盤を据えていると考えられる。
しかしながら、Roomの用いた変数の多くが、

市場における商品としての労働、つまり、労働
の商品化を目標とすることを前提にしていると

くすること、つまりEsping-Andersenの言葉で
言い換えると、平等主義の追求と社会的リスク
の解消とを別々に分けて考えてはならず、前者
と後者の相互における影響をその関係性のなか
で把握できるようにすべきという積極的な考え
が、Roomの議論からすくなくともうかがうこ
とができる。このような知見からすると、普遍
主義を正すフェミニストの議論から浮かび上が
る「福祉国家」構想とRoomの考える「福祉国
家」像の論理構造は相同のように思われる。こ
のような論理構造は、以下にみるRoomの議論
に対するEsping-Andersenのリプライを確認す
ることでより浮き彫りになるであろう。
そのリプライにおいて、Esping-Andersen

は、次の３つの批判的なコメントを述べてい
る(Esping-Andersen2000)。第一が、比較動態研
究における「スウェーデンの難問」に関わるも
の、第二が、家族主義に由来する依存性に関わ
るもの、そして第三が、生産の時点での消費の
ための「脱商品化」に関わるもの（労働市場の
規制）である。以下では本論と直接関わると思
われる前二者についてみることにする。
まず、第一のコメントで彼は、Roomが階級

不平等の代わりに女性を中心においた分析をし
ていることに対し、次のような問題を指摘して
いる。つまり、女性が追究する固有の生活ス
タイルにおける二重性一キャリア指向と母
性・主婦指向⑩-を問題にしながら、とくに
母性・主婦指向の場合は、Roomの論理が女性
の雇用欲求の乏しさから無意味になるとして
いる(Esping-Andersen2000:357)。しかし、おそ
らくHannahArendt(1958=2003)の議論に依拠
していると思われるが、労働labourのみなら
ず仕事workを通じた、人間の自己創造の操作
化を試みようとしているRoomの文脈(Room
2側:337）を念頭におくと、（いくら実態に基づい
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いう側面は否めない事実である。彼自身も、そ
こには労働力を「国家の経済的競争力を励ます
ための経済的資源としてとらえる、人的資源
への投資としての自己実現という思考がある」
(Room2000:346)と認めながら、ここでは「公
共政策が、人々が働く専門分野や新たな方向へ
の技術またはキャリア開発における選択の余
地をどこまで保障するか」(Room2MO:347)と
いう問いに答えることをめざしたと断っている。
しかしそれは、彼がMarxのいう人間の二つの
欲求をおさえながらめざした当初の意を十分検
討できているとは言い難いものといわざるを得
ない。このような限界はあるものの、Roomが
提案する「脱商品化」概念の操作化は、異なる
階層間の不平等度をも「脱商品化」の指標とし
て考慮しており、そうすることによって自己実
現の指標がおかれる地平に認識的であるという
面からその意義を求めることができよう0')。つ
まり、Roomは、「脱商品化」概念の再考に当
たって、Marxのいう疎外されない労働を図る
ために看過してはならない社会的な欲求に着
目し、彼自身言及はしていないが、おそらく
AbahamH.Maslow(1954=1971)のいうよう
な、「最高段階の欲求は自己実現である」とい
う欲望論を念頭におきつつ、社会の多くの人が
自己実現（＝幸福）の喜びを求める「べき」だ
とする彼なりの善を導き出した。そして、その
彼なりの善を標傍することによって、「脱商品
化」概念の外延を広げたことになる。このよう
にして「脱商品化」概念に指標としての「脱商
品化」の根拠（当否はさておいて）を与えたこと
になると考えられる。
自己実現に向けての「選択の余地」の保障

という観点から「脱商品化」を捉えることは、
｢不平等に苛まれる女性という主体の救済」と
いう善を想定するジェンダー視点をも包括す

る可能性を含むと思われる。つまり、ジェン
ダー視点を組み込んだ市民権を想定すること
で、「脱商品化」概念が普遍主義的不平等の是
正につながるものとして現れるということであ
る。この文脈に立つと、福祉国家の構想におけ
る前提、つまり、その理念への異議申し立てと
してフェミニスト批判を捉えることができるよ
うになる。あるいは少なくとも、福祉国家の依
拠する善たりうる価値をめく、る論争という「福
祉」ありき福祉国家論を俎上に乗せたことにな
るであろう。実際のところ、異なる価値が共存
する多文化的状況の下での新たな「共通の了
解」を可能にするためには、福祉国家という構
想は、リベラリズムを越える個人の善の構想を
含む福祉の理念でなければならない。それはす
なわち、「何が善であるのか」についての積極
的な介入を通じて、善の構想としてのあるべき、
またはめざすべき福祉国家の理念を明確に示す
ことを呼びかけるものであるといえよう。
これまでのフェミニストやRoomの議論を

通じて、善の構想における価値の争いが問題
の焦点になることが明らかになった。また、
Esping-Andersenの議論の中にも実際にそのよ
うな文脈が見え隠れしているため、「共通の了
解」に関する見解をあらかじめ露呈していたこ
とを確認した。ただ、個人の善の構想を諸個人
の諸価値に基づくものとしたら、いかにして
｢共通の了解」が導かれ、そしてそれが妥当な

形で根拠づけられるのであろうか。これまでの
福祉国家の構想という文脈から言えば、普遍的
な福祉を図ろうとする社会民主主義や社会主義
的な善としての平等が「共通の了解」であった
といえよう。昨今においては、ロールズの『正
義論』に基づくリベラルな平等理論が胎動して
きたが、論敵であるコミュニタリアンからの批
判は手厳しい咽･周知の通り、コミュニタリア

-９０ -
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も無償労働の担い手である女性）を論の中に組み
込むための「解」として提示した「脱家族化」
が、「脱商品化」を前提にした商品化にとどま
る概念であることを指摘した。このような限界
を乗り越える一つの示唆点として、次にRoom
の議論を取り上げた。つまり、「誤った普遍主
義」を取っ払わないままの「脱家族化」概念は、
ジェンダー平等というフェミニストの「共通の
了解」を共有するものとは言いがたいという観
点から、人々の「自己実現」における「選択の
余地」を考慮するRoomの議論に注目したので
ある。
このように、フェミニストによる批判は、

Esping-Andersenの想定する「共通の了解」に
対する異議申し立てとしてその意義をもち、そ
れはRoom的解釈による「自己実現のための脱
商品化」概念によって、人間解放の潜在力をも
つ福祉国家構想として再び浮かび上がる。そこ
で理念的次元の明確さが強調される。そして、
それぞれの批判が、「福祉」がめざすべき理念
である「共通の了解」の検証をめく繍る位相作り
の域を争うなかで見出した結果として、社会的
市民権の内包を深めることで、ジェンダー不平
等という「階層化」の要因が、「脱商品化」度
をあらわす指標のなかで同時に考慮されうるこ
とを可能性として確認した。つまり、「共通の
了解」を背景知あるいは解釈図式という既存の
社会学の概念として考えた場合、その中身を明
確にすることで、それぞれの論の妥当性も確保
されるということである。このような知見にた
ち再び「脱商品化」概念に戻ることは、福祉国
家構想における「共通の了解」という目標への
接近として、福祉政策に現実性を帯びさせるこ
とで、その外延の拡張につながるものと考える。
また、「福祉国家論」の中心概念である「脱商
品化」は、そうすることによって、福祉国家構

ンはいわば「文化共同性」を強調することで
『正義論』に対する批判を展開するわけである

が、いずれにせよ、このように価値が拮抗する
状況では、誰もが納得しうるような「共通の了
解」をもとめることは望めないであろう。した
がって、現代社会における一連の出来事、つま
り、ジェンダー問題や環境問題、そしてさまざ
まなマイノリティからの異議申し立てという多
文化状況をまず現実として受け入れ、それらの
価値規範を議論の俎上に汲み上げることが重要
となるであろう。そうすることによって、それ
ぞれの善が「共通の了解」として妥当性を帯び
るプロセスに開かれることこそが、社会に埋め
込まれた善としての福祉理念の基盤となるべき
である。

’

’
’ ５おわりに

Esping-Andersenによると福祉国家は、説明
されるべき被説明変数として想定され、説明変
数から導かれる指標によって保守主義レジー
ム、自由主義レジーム、社民主義レジームとし
てあたかも自明に顕現する。そのなかで、「共
通の了解」として策定されるだろうと思われる
その説明変数は、社会的市民権の概念から汲み
上げられており、実際にはそれが「福祉レジー
ム」の自明さを支えていた。これはまさに「福
祉」が何かを知らずに到達する福祉国家論であ
るが、そのため、彼の議論はもちろんそれに対
する批判も、これら理念的前提とそこから導か
れた説明変数に集中することになることを確か
めた。このような問題提起に対して、まず、社
会的市民権をどの範晴で認めているかを明るみ
に出そうと試みるフェミニストの議論を取り上
げた。そこで、Esping-Andersenが、既存の議
論のなかで充分包括できなかった家族（なかで

｜

｜
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想における理論的装置として性能を発揮しうる
ようになるであろう。
まだ論じなければならない問題は多々残され

ている。現代的多元主義の状況で散在するそれ
ぞれの善から「共通の了解」が妥当性を確保す
るためには、規範理論や公共性の議論の域に踏
み止まり詳細な検討を行わなければならない。
さらに、経験的な事象の絶え間ない検討を通じ
て反証に耐える形で修正を加えなければならな
い。この点に関する議論は今後の課題とし、現
代社会の多文化的状況の文脈で福祉国家構想が
目指すべき方向性を確認したことで論を閉じる
ことにする。

層構造が制度化されるかという点にあるように思
われる」という。つまり彼にとって「福祉国家は
社会関係を形づくる能動的な力」(Esping-Andersen
1990=2Ml:25)なのである。

(3)『福祉資本主義の三つの世界』の日本語版序文
によると、本書に対する批判は主に２種類で、一
つ目が類型区分にかかわるもの、二つ目がジェン
ダーの次元にまつわるものである(Esping-Andersen
1990=2001:xv)。本稿では、後者の議論に焦点を当
てる。
(4)「脱商品化」は以下の４つの指標から構成され
る。つまり、①労働経験、拠出、ミーンズテスト
などの受給資格を得るための制約条件、②現金給
付の待機日などの制度に組み込まれた受給抑制
しくみの強度、③受給資格の最大持続期間、④
給付の所得代替率がそれである(Esping-Andersen
1990=2001:25)。彼は、これらの指標が適用され
る場として三つの重要な社会福祉プログラム、す
なわち年金、医療、失業の現金給付を選択し、そ
れぞれにおける総合的な脱商品化スコアを算出し
た。このスコアは、「通常の人間が市場から自発的
に離脱するのがどれほど容易であるか、そのこと
を示す一連の変数を集約したものである」(Esping-
Andersenl990=2001:55-6)。
(5)LewiSのモデルの場合、福祉国家が男性は稼ぎ
手、女性はその被扶養者という家族モデルにどの
程度依拠しているか、という観点から福祉国家の
３類型が抽出される。すなわち、「強固なstrong男
性稼ぎ手モデル｣、「弱いweak男性稼ぎ手モデル｣、
「修正されたmodified男性稼ぎ手モデル」の福祉

国家の三つの類型である(Lewisl992)。そして、
Sainsburyは「malebread-winnermodel」に対し
「individualmodel」を想定し、男女にともに適用

可能な福祉国家モデルの構築を試みた(SainSbury
1996)。

(6)Orloffの場合、権力資源論の立場からこの議論

注
(1)この概念は、「commonlysharedconcept」にあた
る宮本太郎(2001)の訳語である。

(2)「階層化」は、以下の指標で説明される。ま
ず、保守主義レジームの属性は、コーポラティズ
ム（職域年金プログラムの数）と国家主義（公務

員を対象とした特別の福祉特権：年金支出のGDP
比）を、つぎに自由主義は、社会扶助（ミーンズ
テスト付き給付の支出が社会移転支出総額に占め
る割合）および民間医療保険と民間年金の相対的
重要性、そして、社会主義は、普遍主義の度合い
といった変数によって識別されるとする。最後
に、これらのアプローチ間を対比するため用いた
給付差額という変数は、普通の標準的な労働者が
基準給付として受けとっている給付と、当該体制
の法令で規定されている最高給付に基づいて構成
される(Esping-Andersenl990=2001:84-5)。要す
るに、「福祉国家は、ただ不平等な構造に介入しこ
れを是正しうるメカニズムであるばかりではなく、
それ自体が階層化の制度なのである」とし、「より
根本的な問題は、社会政策によってどのような階

ｌ
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(8)この文脈はフェミニストからの批判と同系のも
のを指している。つまり、伝統的に用いられてき
た、標準労働者(averageworker)を対象にした賃
金に基づく福祉という語にはRoom的な経済還元
主義批判だけでなく、ジェンダー・ブラインドの
意味合いをも含んでいる。
(9)この訳は宮本（2003）によった。
⑩後にEsping-Andersenに1k、さらに両立指向を
加えている(Esping-Andersen2002:72)。
⑪もう少し説明を加えると、Esping-Andersenも、
脱商品化論に批判を加えたRoomに対して、自己
実現の要素を取り入れるという方向性について賛
成している。これはつまり、彼も福祉国家におけ
る社会的市民権の確保という、｢人間解放の潜在力」
を前提していると解釈できよう。それにもかかわ
らず、既述したように、彼は「自らの自己実現に
とって有意味な労働を選び取ることができる条件」
として「労働市場から自立した生活保障を確保す
ること（脱商品化)」に問題を再びふり戻している。
となると、「人間解放の潜在力」の問題は、結局経
済力を担保しなければならないことになる。
⑫例えば、渡辺(2001)、川本(1995)などを参
照のこと。

を行っているが、そこで求められる市民権の訂正
もまず女性の「商品化」から出発していると考え
られる。なぜなら、「有給労働への接近」や「独
立した世帯を形成し維持する能力」という次元を、
「福祉国家｣」の分析概念として導入しているから

である(Orloffl993)。

(7)山森の整理によると、Esping-Andersenの脱商
品化概念の根拠／起源として次の三つの点を挙
げることができる（山森2002:58-9)。一つ目が、
Polanyiが指摘する、システムの存続のため、二つ

目が、個々人の福祉が許容可能な水準に達するた
め、三つ目が、労働者の団体行動を可能にするた
め、というものである。それぞれは、労働力を商

品化するための経済政策、商品化を維持するため
の社会政策、脱商品化としての社会政策に整理で

きる。通常二番目の「商品化を維持するための社
会政策」が脱商品化を図るものと捉えられており、
これと区別して三番目は、労働力商品化のためや
システム存続のためという理由を超えてなされる

脱商品化のことを指す。となると、おそらくこの
三番目でいう脱商品化は、Lewisの「賃労働に従

事しない権利」を保障することを包括する概念で
あると思われる。
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ThewelfarestatediSCOurseaStheconCeptionofvirtue

ThestudyfOcusedonthelogicsofconceptualde-connnodification

S【ﾉⅣG,E""SOO
Thisstudy'soljectistoconceptualizetheconceptionofvirtueasthegroundwhereitispossibleto

discussthevalidityofcommonlysharedconcepts.Tbdoso,itissuggestedtoreviewtherelationshipwith

conceptssuchasstratificationorde-伽nilialisationandtoexaminethenonnativeapproachinWelheSociology,
referencingcritiquesofFeministsandGrahamRoomtothede-commodificationinEsping-Anderson'sstudy.

ItissuggestedtoindicateFeminist'scritiqueonthetendencyintheuniversalitydescribedwith

neutralizedwords,toextractwhatkindofvaluegroundedthosetendenciesfromRoom'sstudy,andtopropose
thepossibilityfbrthefUrtherstudies.ItisthegoalofthisstudytopI℃sentthebasisoftheconceptualizationfOr

！
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thewelfarestateinthemulticulturalsocietyinwhichvariousvaluescoexist.
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